
別記様式第１（第１条関係） 

 ※ 整 理 番 号  

※ 受 理 年 月 日  

※ 証 明 書 番 号  

※ 証明書交付年月日  

 

届出対象病原体等運搬届出書 

 

元号●●年●●月●●日 

 東京都公安委員会 

●●県公安委員会 殿 

  

     住所 東京都●●区●●○丁目●番●号 

     氏名（法人にあっては、その名称及び代表者の氏名） 

        ●●研究所 所長 ●● ●● 

     届出者の区分（注１） ●種病原体等所持者 

     担当者 ●● ●● 電話番号 ●●－●●●●－●●●● 

 

運 搬 日 時 （注２） 
元号●●年●●月●●日●●時●●分から 

元号●●年●●月●●日●●時●●分まで 

出   発   地 （注３） 
東京都●●区●●○丁目●番●号 

●●研究所 ●●庁舎 

到   達   地 （注３） 
●●県●●市●●町●●番地●号 

●●研究所 ●●庁舎 

運 

 

搬 

 

経 

 

路 

経 由 地 点 
距 離 （ ｋ ｍ ） 

路線名 
所要時

間（分） 

運 行 

時 間 

運 搬 

手 段 

備 考 

（注４） 区 間 キ ロ 程 

別紙１のとおり        

        

        

        

        

        

        



 別記様式第１（その２）  

運搬する届出対象病原体等の名称、

数量並びに一種病原体等、二種病原

体等及び三種病原体等の別 

名 称 ●●●ウイルス属●●●●●●●ウイルス 

数 量 

 

内 容 物：●本（●ｇ／本） 

 

病 原

体 等

の 別 

●種病原体等 

運 送 人 

氏名（法人にあって

は、その名称） 
東京都内：●●運送東京支社 ●●県内：●●運輸●●支社 

住 所 
東京支社：●●●●●●●●●●●●●●●● 

●●支社：●●●●●●●●●●●●●●●● 

運 行 責 任 者 氏 名（注５） 同行者が兼務 

同  行  者  氏  名（注６） 東京都内：●● ●●  ●●県内：●● ●● 

届 出 対 象 病 原 体 等 積 載 車 両 

及 び 運 転 者 

自 動 車 

登 録 番 号 

最大積載 

重  量 

積載する届出対象

病原体等及びその

積載数量 

運 転 者 

氏 名 

東京都内 

●●XX●XXXX 

●●県内 

●●XX●XXXX 

 

ＸＸＸ㎏ 

 

ＸＸＸ㎏ 

三種病原体 

（総重量●●㎏） 

東京都内 

●● ●● 

●●県内 

●● ●● 

積 載 方 法（注７） 別紙２記載のとおり 

運 搬 要 領（注８） 別紙３記載のとおり 

警 察 機 関 へ の 連 絡 要 領 別紙４記載のとおり 

注１ 特定一種病原体等所持者、一種滅菌譲渡義務者、二種病原体等許可所持者若しくは二種滅

菌譲渡義務者若しくはこれらの者から運搬を委託された者又は三種病原体等所持者の別を

記載すること。 

 ２ 全運搬経路の運搬日時を記載すること。 

 ３ 全運搬経路の出発地及び到達地を記載し、事業所である場合は、その名称を併記すること。 

 ４ 駐車、積卸し及び一時保管の予定場所及び予定時刻を記載すること。 

 ５ 運行に同行し、運搬の実施について責任を有する者の記載をすること。 

 ６ 運行に同行し、届出対象病原体等の取扱いに関し知識及び経験を有する者の記載をする

こと。 

 ７ 輸送する届出対象病原体等の積載方法の概要を記載し、積載時の車両の外観図を添付す

ること。 

 ８ 駐車、積載し又は一時保管する際に講ずる見張人の配置等盗取、所在不明その他の事故の

防止の措置について記載し、車列の編成及び車間距離を記載した図面を添付すること。 

備考１ ※印欄は、記入しないこと。 

  ２ 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。 



別紙１（出発地から東京国際空港（羽田空港）までの間） 

運搬経路及び運行時刻 

経 由 地 点 

〔駐車予定場所〕 

距離（km） 

路線名 

所要

時間 

(分) 

運行 

時間 

運搬 

手段 
備 考 

区間 キロ程 

東
京
都 

●●研究所 ●●庁舎 

 

●●○丁目交差点 

 

●●○丁目交差点 

 

●●交差点 

 

●●ＩＣ 

 

●●ＪＣＴ 

 

●●空港ＩＣ 

 

貨物ターミナル 

 

X.X 

 

X.X 

 

X.X 

 

X.X 

 

XX.X 

 

X.X 

 

X.X 

 

0.0 

 

X.X 

 

X.X 

 

X.X 

 

X.X 

 

XX.X 

 

XX.X 

 

XX.X 

 

●●通り等 

 

●●通り 

 

●●街道 

 

●●通り 

 

首都高速●●●●線 

 

首都高速●●線 

 

都道等 

 

 

X 

 

XX 

 

XX 

 

X 

 

XX 

 

XX 

 

X 

 

XX:XX 

 

XX:XX 

  

XX:XX 

  

XX:XX 

  

XX:XX 

  

XX:XX 

  

XX:XX 

  

XX:XX 

自 

動 

車 

(注１) 

(注２) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(注３) 

 

計 約XX.Xｋｍ 約X時間XX分 ― ― 

（注１） 出発時、到達時の動静連絡、車両確認を実施します。 

（注２） 輸送中に荷物の点検及び積み替え、並びに運転手の休憩及び交代は行いません。 

（注３） ●●空港ＩＣを降下後は、交通規制に従って目的の貨物ターミナル地区へ走行します。 

 

【参考】 

 貨物ターミナル：●地区貨物ターミナル内 ●●貨物ビル 

 航空便    ：●●ＸＸＸ便 羽田○○時○○分発 ●●○○時○○分着 

  



別紙１（●●空港から到達地までの間） 

運搬経路及び運行時刻 

経 由 地 点 

〔駐車予定場所〕 

距離（km） 

路線名 

所要

時間 

(分) 

運行 

時間 

運搬 

手段 
備 考 

区間 キロ程 

●
●
県 

●●空港 貨物地区 

 

●●●●●交差点 

 

●●丁字路 

 

●●交差点 

 

●●交差点 

 

●●交差点 

 

●●交差点 

 

●●研究所●●庁舎 

 

X.X 

 

X.X 

 

X.X 

 

XX.X 

 

X.X 

 

X.X 

 

X.X 

 

0.0 

 

X.X 

 

X.X 

 

X.X 

 

XX.X 

 

XX.X 

 

XX.X 

 

XX.X 

 

周辺道路 

 

県道●●号 

 

県道●号、国道●､●号 

 

県道●､●号 

 

国道●●号 

 

国道●●号 

 

周辺道路 

 

X 

 

X 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

X 

 

X 

 

XX:XX 

 

XX:XX 

 

XX:XX 

 

XX:XX 

 

XX:XX 

 

XX:XX 

 

XX:XX 

 

XX:XX 

自 

動 

車 

(注１) 

(注２) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計 約XX.Xｋｍ 約X時間XX分 ― ― 

（注１） 出発時、到達時の動静連絡、車両確認を実施します。 

（注２） 輸送中に荷物の点検及び積み替え、並びに運転手の休憩及び交代は行いません。 

 

  



別紙２ 

積載方法の概要 

運搬中における病原体の漏えいや飛散等を防止するため、次の措置を行います。 

１ 運搬には国連規格容器を用い、下図のように防漏型２次容器と吸収材を用いた多重梱包を

行います。 

 
 

 

外観（三次容器等） 
防漏型２次容器 

（←三次容器内へ） 

１次容器及び吸収剤等 

（←防漏型２次容器内へ） 

２ 当該輸送容器の表面には下記の標識、表示等があるものを用います。 

・ ＵＮマーク               （告示様式第１関係） 

・ バイオマーク              （告示様式第２関係） 

・ 天地無用マーク（相対する二側面）    （告示様式第３関係） 

   ※液体の場合 

・ 必要事項が記載された内容物表示ラベル  （告示第４関係） 

・ 封印シール               （規則第３１条の３６第２号ハ関係） 

３ ドライアイス等を充填する場合などオーバーパックを使用するときは、同表面にも必要な

標識、表示等を行います。 

４ 上記１から３の事項については、運搬開始前までに荷送人のバイオセーフティ管理者の確

認を受けて遵守します。 

 

積載車両の外観 

１ 積載車両の外観は下図のとおりです。 

２ 積載した容器には、積載車両への衝突事故等による衝撃を防護するための措置を施します。 

 
東京都内 

 
東京都内 

 
東京都内 

 
●●県内 

 
●●県内 

 
●●県内 

前方 側面 後方 



別紙３ 

運搬要領 

運搬については、車両の運行前点検を行った上、関係交通法規を遵守して次のとおり行います。

１ 運搬には以下の者が従事します。従事者が当該運搬に従事できないときは、運搬を開始する 

前までに出発地を管轄する都道府県公安委員会へ連絡の上、下記の予備員を充当します。 

従事者の別 従事者氏名及び所属 予備員 

運 転 者 
東京都内：●●●●（●●運送） 

●●県内：●●●●（●●運送） 

東京都内：●●●●（●●運送） 

●●県内：●●●●（●●運送） 

同 行 者 
東京都内：●●●●（●●運送） 

●●県内：●●●●（●●運送） 

東京都内：●●●●（●●運送） 

●●県内：●●●●（●●運送） 

見 張 人 同行者が兼務 同行者が兼務 

運 行 責 任 者 同行者が兼務 同行者が兼務 

２ 運行前点検において積載車両に不備が見つかった時は、運搬を開始する前までに出発地を

管轄する都道府県公安委員会へ連絡の上、下記の予備車両を使用します。 

 自動車登録番号 最大積載重量 

予 備 車 両 
東京都内：●●●XX●XXXX 

●●県内：●●●XX●XXXX 

東京都内:ＸＸＸ㎏ 

●●県内:ＸＸＸ㎏ 

３ 運行前に従事者に対して事故時の応急措置要領、連絡要領等を教育します。 

４ 運搬中の積載車両は、病原体を積み卸しするときを除いて確実に施錠を行います。 

５ 病原体を積み卸しする際や、病原体を積載したまま駐停車するときは、積載車両に関係者以

外の者が接近しないよう、当該行為を監視出来る位置に見張人を配置します。 

６ やむを得ず路上に駐停車する場合は、停止表示板を置き、病原体を監視するとともに交通安

全の確保を行います。 

車列の編成 

車列の編成はありません。 

 

応急措置要領 

運搬中の事故の状況によって応急措置の要領は異なりますが、従事者は、人命救助、初期消火を

行った上、原則として以下の携行資器材を活用して、特定病原体等イエローカードに記載の要領

により感染拡大防止のための応急措置を行います。 

No 携行資器材の品名 個数 

１ 

２ 

３ 

４ 

５ 

６ 

７ 

８ 

９ 

10 

11 

12 

13 

シート（運搬容器を覆うことができるもの） 

立入制限用ロープ 

使い捨てマスク 

保護眼鏡（ゴーグル） 

使い捨てビニール手袋 

中和剤（0.1％次亜塩素酸ナトリウム溶液） 

ビニール袋（大） 

紙タオル 

消火器 

標識（立入禁止用） 

赤色合図灯 

自動車用緊急保安炎筒 

特定病原体等イエローカード（見本：Ａ４裏表） 

１枚以上／運搬容器 

２０ｍ以上／積載車両 

５個以上 

５個以上 

５個以上 

５００㎖／運搬容器 

５枚以上 

１束以上／積載車両 

１式／積載車両 

１式／積載車両 

１本／積載車両 

１本／積載車両 

１枚／人 



別紙４ 

警察機関への連絡要領 

１ 警察ほか関係機関等への通報や連絡は下記の「通報連絡体制」の要領により行います。 

２ 交通事故、病原体等の盗取等の事故等が発生した場合は、速やかに110番通報を行います。 

３ 事故が発生した場合の通報や連絡にあたっては下記の必要事項を速やかに伝えます。 

    (1) 事故発生時刻及び場所 

    (2) 事故の原因及び状況 

    (3) 負傷者、汚染の有無 

    (4) 事故の拡大性の有無 

    (5) 講じた措置 

    (6) 連絡者の氏名及び今後の連絡先 

 

通報連絡体制 

Ａ：通常時の動静連絡の場合（出発時、到着時の連絡） 

Ｂ：予定経路上での交通渋滞等により運行時刻が予定より遅れる場合 

Ｃ：積載車両等に交通事故等の非常事態が発生した場合（Ｃ’：漏えい事故時のみ） 

 

運行責任者 

又は指示を受けた従事者 
Ｃ 

最寄りの警察署 110番 

最寄りの消防署 119番 

     Ａ、Ｂ、Ｃ 

 

    Ｃ’ 

  

Ｃ 

荷送人 

●●●●●研究所 

●●●研究室            

室長 ●● ●● 

(昼)XXX-XXX-XXXX 

(携)090-XXX-XXXX        

運送人 

●●運送東京支社 

●●●営業課           

課長 ●● ●● 

(携)090-XXX-XXXX 

●●運送●●支社 

●●●営業部           

部長 ●● ●● 

(携)090-XXX-XXXX                

 厚生労働省 

感染症対策課担当係 

03-3595-3097(直通) 

Ｃ’ 

感染症関係機関等 

 

管轄の地方厚生局 

管轄の衛生研究所 

国立健康危機管理研究機構 

管轄自治体の 

感染症担当部局 

 

 

   Ｃ 

  

 

警察庁 

保安課担当係 

  

 

Ａ、Ｂ 

Ｃ（事故等の発

生場所を管轄す

る都道府県公安

委員会へ） 

 

      Ｃ（事故等の発生場所を管轄する都道府県公安委員会から） 

 

運搬経路を管轄する都道府県公安委員会（警察本部等） 

 

警視庁     ●●●●課 ＸＸ－ＸＸＸＸ－ＸＸＸＸ 内線ＸＸＸＸＸ 

 

●●県警察本部 ●●●●課 ＸＸＸ－ＸＸＸ－ＸＸＸＸ 内線ＸＸＸＸ 

 
 


